
１項の許可（同条第２項第３号の目的が改正法第１条の規定による改正後

の法第２６条第１項に規定する目的であるものを除く。）を受けて、引き

続き旧法第２６条第１項に規定する特定動物を飼養又は保管することがで

きる者が同項の規定に基づく特定動物の飼養若しくは保管に係る許可又は

旧法第２８条第１項の規定に基づく特定動物の飼養若しくは保管の許可に

係る事項の変更の許可の申請をした場合は、第１９条の規定の例により、

手数料を徴収する。 

（川崎市動物愛護センター条例の一部改正） 

第２条 川崎市動物愛護センター条例（昭和４９年川崎市条例第１３号）の一

部を次のように改正する。 

  第３条第１２号中「第２６条第１項」を「第２５条の２」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和２年６月１日から施行する。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正に伴い、所要の整備を行うため、

この条例を制定するものである。 

議案第  号 

 

川崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基

準に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

川崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に

関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和２年 ２ 月１７日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基

準に関する条例の一部を改正する条例 

川崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に

関する条例（平成２６年川崎市条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

附則第４項中「５年間」を「１０年間」に改める。 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

議案第１６号



参考資料 

 

   制 定 要 旨 

 

 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の

一部改正に伴い、幼保連携型認定こども園の職員配置に係る特例の期間を延長

するため、この条例を制定するものである。 


